




なげる。執行機関は別途内部評価を行い、政策立案に反映させるという考え方であ

る。 

ニュー・パブリック・マネジメントの理論のなかでは、議会と長との関係について

は十分に論じられていない。これは、ニュー・パブリック・マネジメントの目的と

するところが、執行機関が住民に提供する行政サービスの生産性の向上にあり、執

行機関内部での「行政経営」に留まるものであるからと考えられる。 

先に紹介したニュー・パブリック・マネジメントのフレームでは、戦略計画の策定

と個々の重点政策の目的に見合った数値目標の提示は長の役目となっている。中間

報告でのフレームはそれをさらに踏み込んで、議会が、長の策定する戦略計画と数

値目標に基本的な方向付けを与えようとするところにポイントがある。 

以下の章では、この中間報告で示した政策サイクルも考慮し検討を行う。 
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